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開  会  

 議  長  おはようございます。 

ただ今の出席議員数は、１０名です。 

 定足数に達していますので、平成２８年第６回東峰村議会臨時会を開会します。 

 （９時３０分） 

 開  議  

 議  長  それでは、ただ今から配布しております日程により、議事を進めてまいります。 

 日程第１  

 議  長  まず、日程第１「会議録署名議員の指名」を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１１８条の規定により、 

４番 黒川隆康議員、５番 高橋弘展議員を指名いたします。 

 日程第２  

 議  長  次に、日程第２ 「会期の決定について」を、議題といたします。 

 本臨時会の会期は、本日７月６日の１日間といたしたいと思います。 

 お諮りいたします。 

 これに、ご異議ありませんか。 

 （異議なし） 

 議  長  異議なしと認め、会期は、本日の１日間と決定をいたしました。 

 日程第３  

 議  長  次に、日程第３ 事務局長に議案の上程報告を求めます。 

事務局長 

（事務局長議案上程報告） 

 議  長  事務局長より議案の上程報告が終わりました。 

 日程第４  

 議  長  次に、日程第４ 「村長あいさつ及び提案理由の説明」を、お願いします。 

村長 

 村  長  皆さん、改めましておはようございます。 

 本日ここに、平成２８年第６回東峰村議会臨時会を招集いたしましたところ、議員

の皆様方におかれましては、公私ともにお忙しい中ご参集を賜り、誠にありがとうご

ざいます。 

 先月２２日の豪雨は、大雨土砂災害警報が発令される中、小石原浄水場での１日の

降雨量、合計が２１２．５ミリを観測するなど、災害の発生危険度が非常に高く厳重

な警戒を要しました。 

 本村では、各情報からの判断で、初めての避難準備情報の発令を行い、避難場所の

開設とともに、村民の皆さんへの注意と警戒の喚起をいたしました。 

 また、２６日に実施した東峰村防災訓練では、区長をはじめ村民の皆様のご協力に

より１，０８６人と、昨年よりも約２５０人も多い参加があり、村民の皆様の防災に

対する意識の高さに改めて感謝を申し上げる次第です。 

 また今回は、小郡駐屯地の自衛隊をはじめ甘木朝倉消防署、東峰村消防団も参加し、

連携した訓練もできました。来年も本年の防災訓練の反省を生かしながら訓練を実施

する予定です。 

 いずれにいたしましても一番大切なことは、村民の皆様の安心・安全であり、今後

もそのような村づくりにまい進していきますので、議員の皆様方のさらなるご協力を

よろしくお願いしますとともに、村民の皆様にも早めの避難等に心掛けていただきた

いと思います。 
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 それでは、本臨時会に提出しております議案の説明をいたします。 

 議案第３２号、工事請負契約の締結につきましては、東峰村小石原浄水場系統改良

工事の契約について、東峰村議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関

する条例第２条の規定により、議会の議決を求めるものです。 

 議案第３３号、工事請負契約の締結につきましては、東峰村小石原浄水場系統改良

工事（電気計装設備）の契約について、議案第３２号と同様に議会の議決を求めるも

のです。 

 以上が、執行部から提出している案件です。行政執行上喫緊の重要な案件でありま

すので、ぜひともご可決をいただきますようお願いを申し上げ、私のあいさつ及び提

案理由の説明といたします。よろしくお願いいたします。 

 議  長  以上、村長の提案理由の説明が終わりました。 

 日程第５  

 議  長  次に、日程第５ 議案第３２号「工事請負契約の締結について」 

 補足説明を担当課長に求めます。 

建設水道課長 

建設水道課長  ２ページをお願いいたします。 

 議案第３２号「工事請負契約の締結について」 

 東峰村小石原浄水場系統改良工事について、下記のとおり工事請負契約を締結す

る。よって、東峰村議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

第２条の規定により議会の議決を求める。 

 平成２８年７月６日提出、村長名でございます。 

 契約の目的 東峰村小石原浄水場系統改良工事 

 契約の方法 指名競争入札 

 契約の金額 ２億４，１２７万２，０００円 

 契約の相手方 福岡県福岡市博多区博多駅東３丁目１１番２８号 

        理水・坂本特定建設工事共同企業体 代表者 森下泰行 

 工期が、平成２９年３月１５日まで。 

 工事の場所が、東峰村大字小石原１４２１番地１０、小石原浄水場内でございます。 

 工事の概要、場内造成工事・機械設備工事・建築工事一式他でございます。 

 日程第６  

 議  長  次に、日程第６ 議案第３３号「工事請負契約の締結について」 

 補足説明を担当課長に求めます。 

建設水道課長 

建設水道課長  議案第３３号「工事請負契約の締結について」 

 東峰村小石原浄水場系統改良工事（電気計装設備）について、下記のとおり工事請

負契約を締結する。よって、東峰村議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処

分に関する条例第２条の規定により議会の議決を求める。 

 平成２８年７月６日提出、村長名。 

 契約の目的 東峰村小石原浄水場系統改良工事（電気計装設備） 

 契約の方法 指名競争入札 

 契約の金額 ６，１８８万４，０００円 

 契約の相手方 福岡県福岡市東区多の津５丁目３５番１２号 

        株式会社 明興テクノス福岡支店 取締役支店長 角浩一 

 工期が、平成２９年３月１５日まで。 

 工事の場所、東峰村大字、失礼しました。こちらに小石原を付け加えていただきた

いと思います。東峰村大字小石原１４２１番地１０。同じく小石原浄水場内でござい
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ます。 

 工事の概要、電気計装設備工事・操作ケーブル電気設備工事等でございます。 

 これは、中央監視制御装置の機能増設や流量計、水量計の工事でございます。 

 休  憩  

 議  長  ９時５０分まで休憩します。 

（９時４０分） 

 再  開  

 議  長  休憩前に引き続き会議を再開し、これより質疑、討論、採決を行います。 

（９時４５分） 

 議  長  議案第３２号「工事請負契約の締結について」 

 質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

６番 梶原文明議員 

 ６  番  先日の説明のときもちょっとお聞きしたんですが、できるだけ河川からの取水は行

わないということで聞いております。 

 その中で、井戸をですね、もう１つ深井戸を使うということを、それを修理して使

うということを聞いていたんですが、どういった形で深井戸は、どのくらいの深さま

でで水を取るのか、ちょっとお聞きしたいと思います。 

 議  長  建設水道課長 

建設水道課長  現在取水しているのが、河川から１カ所と井戸が２カ所、浅井戸、深井戸とありま

す。 

 深井戸についてが、機械の不具合がありまして現在稼働してないという状態で、浅

井戸でやっております。 

 深さについては、はっきりした数字的にはちょっと把握しておりませんが、１００

ｍ程度だったかなと思います。 

 議  長  ６番 梶原文明議員 

 ６  番  １００ｍぐらいで、今回宝ヶ谷地区と鶴地区が小石原浄水から水道工事をして、取

るという形になるんでしょうけど、これで水量が足るんですか。 

 議  長  建設水道課長 

建設水道課長  井戸につきましては、浅井戸、深井戸と２台設置でありますので、そちらのほうで

確保するということでございます。 

 議  長  他に、質疑はありませんか。 

５番 高橋弘展議員 

 ５  番  今回のこの契約の相手方の共同企業体なんですけれども、この２つの企業の名称を

ですね、正式名称と、あと他の入札の参加企業の名前を教えていただけますでしょう

か。 

 議  長  建設水道課長 

建設水道課長  まず、契約の企業名ですが、理水科学株式会社、それと有限会社坂本組でございま

す。 

 それからですね、あと石垣建設・梶原組の共同企業体、それから(株)トーケミ西部

支店と株式会社ヒタヤの共同企業体、３社でございます。 

 あと２社ございましたが、辞退をしているところでございます。 

 議  長  ５番 高橋弘展議員 

 ５  番  辞退した企業も含めて、すべて共同企業体という形だったんでしょうか。 

 議  長  建設水道課長 
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建設水道課長  ５社による共同企業体で、企業体の受け付けをしたところでございますが、入札に

ついては２社が辞退ということでございます。 

 議  長  ５番 高橋弘展議員 

 ５  番  確認になるんですけれども、今回の入札の参加資格ですね、建設業参加資格なんで

すけれども、何が必要だったんでしょうか。 

 議  長  建設水道課長 

建設水道課長  今回につきましては、水道施設の業務を持っている業者ということでございます。 

 議  長  ９番 長澤貞義議員 

 ９  番  井戸を掘るということですが、今まで利用してきたのは、確か河川の伏流水が主だ

ったと記憶しておるんですが、今度も伏流水と地下水と両方というか、同じようなも

のだと思うんですが、どちらがメインになるかというのは、それは分かるんでしょう

か。 

 議  長  建設水道課長 

建設水道課長  井戸を新たに掘るんではなくて、既設の井戸、浅井戸、深井戸が２つあります。そ

れをポンプの更新によって、再度利用するということでございます。 

 メインになるのは、井戸がメインとなります。河川については、緊急時というよう

なことで、以前からお話しているところでございます。 

 議  長  ９番 長澤貞義議員 

 ９  番  井戸を、現在のを利用するという形ですが、先ほど梶原議員が質問しました宝ヶ谷

と鶴地区ですね、これに配水することになるんですが、それに配水する分は、大体ど

のくらいの量を見ているんでしょうか。分かりますか。 

 議  長  建設水道課長 

建設水道課長  水量的なものを、ちょっと数字を把握しておりません。 

 議  長  ９番 長澤貞義議員 

 ９  番  把握してないということですので、実際配水しだすとはっきりした数字は出ると思

うんですが、今までの使用量というのはですね、各地区で明細を調べれば分かると思

うんですが、確実に水量がですね、増える可能性があるんですかね。井戸を改良とい

うか、することだけで。 

 議  長  建設水道課長 

建設水道課長  数字的に把握してないという言葉は、ちょっとおかしかったんですけど。今、ちょ

っと数字的に私のほうが記憶にないということでですね、水量計算等をした上でです

ね、今回濾過池等の増設も計画しておりますので、あと配水池とですね、そういった

水量計算した上での計画でございます。 

 議  長  他に。 

３番 梶原光春議員 

 ３  番  入札のですね、企業体のですね、出資比率、通常ＪＶの場合は親と子というふうに

表現しますけども、２社の場合はですね、出資比率。 

 それから、落札金額の設定値はいくらだったでしょう。それは何回で落札されたの

か、１回で落札されたのか、２回なのか３回なのか、そこをまずお尋ねします。 

 議  長  建設水道課長 

建設水道課長  出資比率につきましては、理水科学が７、坂本組が３。 

 落札につきましては、１回で落札しております。 

 あと予定価格としましては、税込み金額になります。２億７，１１６万６，４００

円。 

 議  長  ３番 梶原光春議員 
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 ３  番  はい、分かりました。 

 その後ですね、これは水道使用料として、当然各家庭に、使用者は当然基本料金を

払うと思うんですが、そこは村の単一料金でしょうか。それをまずお尋ねします。 

 それからもう１点、漏水ですね、漏水の比率はどのくらい見てあるか、そこをお尋

ねします。 

 議  長  建設水道課長 

建設水道課長  料金につきましては、新規に出てくる部分ということでしょうか。鶴地区、宝ヶ谷

とか。 

 そちらにつきましては、現在統一料金でございますので、現状のままでございます。 

 それと現在の漏水比率ですか、すみません、数字的なことはちょっと把握しており

ません。 

 議  長  他に質疑はありませんか。 

５番 高橋弘展議員 

 ５  番  入札の公表について、お聞きしたいんですけれども。 

 東峰村のホームページが今年の４月にリニューアルいたしましたけれども、入札情

報の部分、コーナーを作られております。 

 以前までは入札情報、ホームページで公表されてきましたが、ちょっとリニューア

ルの加減もあって、ちょっと様子を見てはいましたが、入札情報を公表されないまま

ずっと来ておりまして、先日２件ほどですね、入札の告示等が、お知らせの部分では

載っておりましたけれども、今までにも、おそらく今年度もだいぶ入札は行われてい

るかと思いますが、その辺の公表をですね、平成２３年にできておりますこの公表の

要領もございますので、ちょっとその辺どうなっているか、説明いただけますでしょ

うか。 

 議  長  村長 

 村  長  高橋議員ご指摘のとおりですね、以前からも申してたんですけれども、私も以前見

たときに、入札情報等はホームページのほうでは載っていませんでした。 

 これはですね、早急にちょっと改善させていただいて、のっけるようにさせていた

だきたいと思います。 

 議  長  他に質疑はありませんか。 

 ないようですから、質疑を終結いたします。 

 これから、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

 （討論なし） 

 議  長  ないようですから、討論を終結いたします。 

 採決いたします。 

 議案第３２号「工事請負契約の締結について」を、お諮りいたします。 

 本案に賛成の方、挙手でお願いします。 

 （賛成者挙手） 

 議  長  全員賛成です。 

 よって、本案は、原案どおり可決されました。 

 議  長  次に、議案第３３号「工事請負契約の締結について」 

 質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

９番 長澤貞義議員 

 ９  番  これは電気工事ということでございますが、地元にも電気工事業者の方はおられま

すが、そういった配慮というか、はなかったんでしょうか。 
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 議  長  建設水道課長 

建設水道課長  今回業種としましては電気工事ということでですね、村のほうに指名願の出ている

業者ということで、そういった業者が村内になかったということでございます。 

 議  長  他に質疑はありませんか。 

 ないようですから、質疑を終結いたします。 

 これから、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

 （討論なし） 

 議  長  ないようですから、討論を終結いたします。 

 採決いたします。 

 議案第３３号「工事請負契約の締結について」を、お諮りいたします。 

 本案を承認の方、挙手でお願いします。 

 （賛成者挙手） 

 議  長  全員賛成です。 

 よって、本案は、原案どおり承認されました。 

 閉  会  

 議  長  以上をもちまして、本臨時会に付議されました案件の審議は、すべて終了いたしま

した。 

 村長よりあいさつの申し出があっています。 

これを許可いたします。 

村長 

 村  長  閉会にあたりまして、一言お礼を申し上げます。 

 本日の第６回臨時会におきましては、議員の皆様の慎重審議をいただき、原案どお

りご可決をいただきましたことにつきまして、衷心より厚く御礼を申し上げます。 

 さて、季節がら梅雨末期を迎えることとなり、大雨の可能性も増してまいります。

また、最大瞬間風速７０ｍという非常に大きな台風１号も南方海上で発生しておりま

す。今後の気象情報には十分注意し、万全の態勢で臨む所存です。 

 議員の皆様方におかれましても、今後とも本村発展のためにたいへんお世話をおか

けいたしますが、お体をご自愛下さいまして、さらなるご活躍を祈念申し上げ、私の

閉会のあいさつといたします。本日はどうもありがとうございました。 

 議  長  先ほど、議案第３３号の工事請負契約の締結について、承認と言いましたけれども、

可決でございますので、訂正いたします。 

 これをもちまして、平成２８年第６回東峰村議会臨時会を閉会いたします。 

（１０時０２分） 

 


